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◆ 受注者と監督員・検査員が共通認識を持って、竣工書類の
簡素化に取り組むことを目的に、本ガイドを作成しました。

◆ 本ガイドでは、竣工書類を必要最小限にスリム化するため、
削減・簡素化する項目を紹介しています。

◆ 本ガイドを活用し、書類等の削減に向けた積極的な取り組
みをお願いします。

◆ 本ガイドで不要または省略可能とされている項目であって
も、監督員が施工管理を行う上で必要と判断した場合は、
書類の作成・提出を求めることがあります。

◆ 本ガイドは、受注者が社内で必要とする書類等の作成を妨
げるものではありません。法令等に規定された書類の作成
は適正に行って下さい。
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①【書類は原則モノクロ印刷で提出】

工事写真帳を除き、提出書類は原則としてモノクロ印刷と

します。
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②【品質規格証明書は提出不要】
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◆JISの材料を使用する場合は、マーク表示の写真を提出してください。

この場合、品質規格証明書の提出は不要です。

※材料使用願の備考にJISの規格を記載してください。

※石材は、産地毎に最大乾燥密度等が異なるため、品質証明書は提出し

て下さい。

◆北九州市道路製品使用承認済みの製品、下水道標準構造図に製品規格

が記載されている材料、下水道協会規格材料及び上下水道局で承認済

みの仕切弁室・消火栓室等材料は、品質証明資料（ｶﾀﾛｸﾞ等）及び通

知書（写し）の提出は不要です。

◆レディーミクストコンクリートの全国品質管理監査会議が策定した統

一監査基準に基づく監査に合格した工場の場合、日本工業規格(JIS)

適合認定書及び品質管理監査合格証(写し)のみ添付してください。

◆アスファルト混合物事前審査制度により認定を受けた混合物について

は、認定書（写し）と総括表のみ添付してください。



③【写真管理の簡素化】

形状寸法等の確認写真については、施工後に現地で確認がで

きるものや、監督員が段階確認を行ったものついては不要と

します。

（参考例示＜施工後も確認できるもの＞）

・ガードレールのレールや袖

・ネットフェンスのメッシュ

④【工事記録写真の簡素化】

排出ガス対策型建設機械及び低騒音・低振動型建設機械を使

用する場合、工事記録写真は不要とします。

※監督員は現場確認時に使用する建設機械を確認しておいて

ください。
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⑤【工事写真の電子媒体での提出】

工事写真は電子媒体（CD・DVD等）に収納し提出すること

ができます（ASPの写真提出と同様）。この場合、紙面での

提出は不要です。
※ 本項目は、平成31年4月1日以降契約の工事に適用します。
※ 工事写真（帳）はPDF形式もしくは各写真管理ソフトのビュー

ワーで収納してください。
※ 工種毎にファイルを分け、必ずウィルスチェックを行ってくだ

さい。
※ 電子納品のCD・DVDとは別のCD・DVDを作成し提出してく

ださい。
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施工計画に大きく影響しない軽微な変更は、監督員による事

前の確認があれば、追記・修正等で対応可能です。

例1 工期末の精算変更、施工方法の変更を伴わない工事

中の数量の増工や工期のわずかな変更

例2 現場代理人等の変更に伴う組織表の変更

共通仕様書共通編1-1-4施工計画書 3変更施工計画書参照

※ 変更施工計画書を提出する場合は、変更箇所や追加書類

のみ提出してください。

※ 変更箇所の赤黒表記は不要です。必要に応じて、変更内

容の明示の方法を工夫してください。

⑥【施工計画書の変更の簡素化】

6



⑦【資格者証明の写しの添付不要 】

施工計画書への資格者証明（写し）の添付は不要とします。

資格者一覧表のみ添付してください。

※ただし、監理技術者、主任技術者は除く。

⑧【安全･訓練等の活動実施資料は添付不要！】

安全教育訓練の活動報告書、実施資料等（新規入場者教育

資料、KY、各種点検表、災害防止協議会活動記録）の写し

は提出不要です。監督員に報告（提示）してください。

※ただし、当初の安全訓練の活動(計画)書のみ施工計画書で

提出してください。

7



⑨【交通誘導警備員配置報告書の簡素化！】

月報及び日報の提出は不要とします。また、配置報告書の

設計数量は記入不要とします。

⑩【マニフェストの写しは提出不要】

マニフェストの写しは提出不要とします。監督員から請求

があった場合は提示してください。

※電子マニフェストの場合、受渡確認票等の紙出力の提示

又は電子機器の画面による確認とします。
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運搬車輌等の自動車車検証は監督員に提示で可とします。

（写し等の提出は不要です）

⑪【自動車車検証の提出不要】

⑫【工事関係書類の記名押印の効率化】

工事関係書類は、現場代理人による記名及び押印（または直

筆サイン）で可とします。

※ただし、完成届など受注者が契約約款上届出すべき書類に

ついては従来どおりです。
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これまで、着工前と竣工を対比した写真の作成・提出（事蹟

添付）を求めていましたが、工事写真帳にも同じ写真が含ま

れていることから、改めて作成し提出する必要はありません。

これまで、提出数に上限を設けていなかったことから、数十

件に及ぶ場合も多く散見し、受注者の皆様に過度の負担を強

いる状況となっていました。そこで、提出数の上限を設ける

こととし、創意工夫・地域貢献等の提出件数をあわせて１０

件までとします。

※ 本項目は、平成31年4月1日以降契約の工事に適用します。

⑬【着工前・竣工の写真の添付不要】

２⑭【創意工夫・地域貢献等の見直し】
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⑯【事前検査指摘一覧表及び資料の添付不要！】

⑮【竣工図の添付不要】

竣工書類への竣工図の紙面添付を不要とします。ただし、

現地の検査等に必要な竣工図面の提出や電子納品制度がな

い場合（水道工事等）の紙面提出については、監督員の指

示に従ってください。

※ 原則、竣工図は電子納品にCADデータとPDF形式で収

納してください。

※ 受注者名の記入、社印押印は不要です。

事前検査指摘事項の様式は廃止します。係長事前検査の実施

日を段階確認に記載し、写真のみ添付してください。
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工程能力図や度数表（ヒストグラム）については、必ずし

も作成する必要はありません。

※ 工事の内容、規模等により必要な場合や受注者の社内管

理基準に基づき作成する場合は、監督員と協議し施工計

画書に記述してください。

※ 管理総括表は必ず作成してください。

⑰【工程能力図、ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑは作成不要】

品質管理写真のうち、試験が建設材料試験場等公的機関で実

施され品質証明書を添付する場合は添付不要です。

⑱【品質管理写真の簡素化】
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原則、契約締結後３０日以内、または工事着手前のいずれか

早い日としていますが、照査等の結果、大幅な設計修正など

提出遅延が予想される場合、当該工種に関わる施工計画書は、

監督員と協議により当該箇所の着手前までに提出することが

できます。また、監督員と事前協議により、工事着手しよう

とする部分（準備工・本体工・仮設工等）毎に施工計画書を

作成し、提出することも可能としました。

⑲【施工計画書の提出時期の確認】
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電子小黒板、受発注者間情報共有システム（ASP）等の情

報通信技術を積極的に活用し、効率的に工事を進めていただ

くようお願いします。

※活用の際には、監督員と事前協議をお願いします。

⑳【情報通信技術の活用】 新規



【電子小黒板の導入について（H30.4.1から適用）】

従来の工事写真撮影では、小黒板に実測値や撮影箇所などの必要事項を
チョークで書き込み、補助者が小黒板を手持ちし、被写体と一緒に撮影。
「電子小黒板」を導入することで、小黒板記載情報を電子化し、撮影と同
時に写し込んで撮影できることから、補助者が不要となり、省人化・安全
性の向上、そして写真管理業務の効率化が期待されています。

情報通信技術（ＩＣＴ）の活用促進



【受発注者間情報共有システム（ASP）の活用】




